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仙
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角
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介
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七
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七
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七
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七
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七
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業
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介
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介
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介
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手
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協
議
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セ
ン
タ
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康
寿
館

横
手
市
社
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福
祉
協
議
会
　
訪

問
入
浴
介
護
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業
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議
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介
護
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ー
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ス
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業
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大
関
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鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
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廻
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百
五
十
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番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
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舘
廻
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百
五
十
三
番
地
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鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
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舘
廻
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百
五
十
三
番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
舘
廻
三
百
五
十
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地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
八
十
九
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平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
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蒋
沼
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八
十
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鹿
郡
大
森
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生
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四
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六
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鹿
郡
大
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手
市
横
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字
一
ノ
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横
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四
日
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三
号

横
手
市
四
日
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三
号

居
宅
介
護
支
援
事
業

通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

通
所
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

社
会
福
祉
法
人
大
雄
村
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
大
森
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
大
森
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長
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横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

雄
物
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

雄
物
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

通
所
介
護
事
業
所

雄
物
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

訪
問
介
護
事
業
所

雄
物
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

十
文
字
町
社
会
福
祉
協
議
会

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

十
文
字
町
社
会
福
祉
協
議
会

指
定
訪
問
介
護
事
業
所

十
文
字
町
社
会
福
祉
協
議
会

指
定
通
所
介
護
事
業
所

十
文
字
町
社
会
福
祉
協
議
会

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社
会
福

祉
協
議
会
　
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社
会
福

祉
協
議
会
　
指
定
訪
問
介
護
事

業
所

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社
会
福

祉
協
議
会
　
指
定
訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
末
舘
四
十
七
番
地
二

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
の
上
二
十
九
番
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
の
上
二
十
九
番
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
の
上
二
十
九
番
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
の
上
二
十
九
番
地

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
入
浴
介
護

通
所
介
護

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

通
所
介
護

訪
問
入
浴
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
雄
物
川
町

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
雄
物
川
町

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
雄
物
川
町

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
雄
物
川
町

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
十
文
字
町

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
十
文
字
町

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
十
文
字
町

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
十
文
字
町

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長
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秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５

公
立
横
手
病
院

町
立
大
森
病
院

大
森
町
介
護
老
人
保
健
施
設

老
健
お
お
も
り

大
雄
村
社
会
福
祉
協
議
会
　
指

定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

横
手
市
根
岸
町
五
番
三
十
一
号

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
五

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
七

平
鹿
郡
大
雄
村
字
大
関
三
百
十
番
地

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

訪
問
看
護

居
宅
療
養
管
理
指
導

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
療
養
介
護

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

横
手
市
長

大
森
町
長

大
森
町
長

社
会
福
祉
法
人
大
雄
村
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

名
　
　
　
　
　
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
す
ま
い
る
中

仙シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
若
杉

有
限
会
社
ケ
ア
プ
ラ
ン
ナ
ー
横

手ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す
指
定
訪

問
介
護
事
業
所

ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す
指
定
訪

問
入
浴
介
護
事
業
所

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
仙
市
下
鶯
野
字
大
谷
百
五
十
一
番
地

仙
北
市
角
館
町
上
菅
沢
二
番
地
十
八

横
手
市
寿
町
六
番
三
号

北
秋
田
市
綴
子
字
一
本
柳
九
十
五
番
地
一

北
秋
田
市
綴
子
字
一
本
柳
九
十
五
番
地
一

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

平
成
十
七
年
九
月
五
日

平
成
十
七
年
九
月
十
四
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
県
南
看
護
婦
家

政
婦
紹
介
所
　
代
表
取
締

役有
限
会
社
県
南
看
護
婦
家

政
婦
紹
介
所
　
代
表
取
締

役有
限
会
社
ケ
ア
プ
ラ
ン
ナ

ー
横
手
　
代
表
取
締
役

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す

理
事
長

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す

理
事
長
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ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

市
立
田
沢
湖
病
院

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
西

木
ケ
ア
マ
ネ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
西

木
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
田

町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
角

館
訪
問
入
浴
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
角

館
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
角

館
ケ
ア
マ
ネ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
田

沢
湖
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
田

沢
湖
ケ
ア
マ
ネ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
介
護
老
人
保
健
施
設
に

し
き
園

仙
北
市
角
館
居
宅
介
護
支
援
事

業
所

北
秋
田
市
綴
子
字
一
本
柳
九
十
五
番
地
一

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
浮
世
坂
十
七
番
地
一

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
高
屋
百
十
番
地
二

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
高
屋
百
十
番
地
二

仙
北
市
角
館
町
田
町
上
丁
三
十
五
番
地
一

仙
北
市
角
館
町
小
勝
田
間
野
五
十
四
番
地
五

仙
北
市
角
館
町
小
勝
田
間
野
五
十
四
番
地
五

仙
北
市
角
館
町
小
勝
田
間
野
五
十
四
番
地
五

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
九
番
地

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
九
番
地

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
屋
敷
田
百
番
地

仙
北
市
角
館
町
菅
沢
十
五
の
一

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
入
浴
介
護

通
所
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
老
人
保
健
施
設

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す

理
事
長

仙
北
市
長
職
務
執
行
者

社
会
福
祉
法
人
　
仙
北
市

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
　
仙
北
市

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
　
仙
北
市

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
　
仙
北
市

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
　
仙
北
市

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
　
仙
北
市

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
　
仙
北
市

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
　
仙
北
市

社
会
福
祉
協
議
会
　
会
長

仙
北
市
長
職
務
執
行
者

仙
北
市
長
職
務
執
行
者
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仙
北
市
田
沢
湖
短
期
入
所
生
活

介
護
事
業
所

仙
北
市
田
沢
湖
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

仙
北
市
田
沢
湖
居
宅
介
護
支
援

事
業
所

仙
北
市
西
明
寺
診
療
所

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
杉
矢
崎

株
式
会
社
サ
イ
ト
ー
商
会

い
き
い
き
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
雄

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
居
宅
訪

問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
雄

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
通
所
介

護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
雄

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
平

寿
苑
指
定
通
所
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
平

寿
苑
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
下
高
野
七
十
二
番
地
七
十
三

仙
北
市
田
沢
湖
神
代
字
野
中
清
水
二
百
九
十
二
番
地
一

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
浮
世
坂
二
十
番
地

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
道
目
木
三
百
十
九
番
地
一

大
仙
市
大
曲
西
根
字
杉
矢
崎
十
二
番
地
六

大
仙
市
戸
地
谷
字
川
前
三
百
十
六
番

大
仙
市
戸
地
谷
字
川
前
三
百
十
六
番

横
手
市
大
雄
字
大
関
三
百
十
番
地

横
手
市
大
雄
字
大
関
三
百
十
番
地

横
手
市
大
雄
字
大
関
三
百
十
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
館
廻
三
百
五
十
三
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
館
廻
三
百
五
十
三
番
地

短
期
入
所
生
活
介
護

通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

居
宅
療
養
管
理
指
導

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護

福
祉
用
具
貸
与

訪
問
介
護

訪
問
介
護

通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

仙
北
市
長
職
務
執
行
者

仙
北
市
長
職
務
執
行
者

仙
北
市
長
職
務
執
行
者

仙
北
市
長
職
務
執
行
者

株
式
会
社
え
が
お
　
代
表

取
締
役

株
式
会
社
サ
イ
ト
ー
商
会

代
表
取
締
役

株
式
会
社
サ
イ
ト
ー
商
会

代
表
取
締
役

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長
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横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
平

寿
苑
指
定
短
期
入
所
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
平
寿
苑

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
平
鹿

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
平
鹿

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
森

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
森

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問
介

護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
康

寿
館
指
定
通
所
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
横
手

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
横
手

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
横
手

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
雄

風
荘
指
定
通
所
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
雄
物

川
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
館
廻
三
百
五
十
三
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
館
廻
三
百
五
十
三
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
八
十
九
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
八
十
九
番
地

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
百
二
番
地

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
四
十
七
地
二

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

通
所
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

通
所
介
護

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長
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９

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
雄
物

川
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問

入
浴
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
雄
物

川
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
十
文

字
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
通
所

介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
十
文

字
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問

入
浴
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
十
文

字
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
十
文

字
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
増
田

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
山
内

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
山
内

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
山
内

福
祉
セ
ン
タ
ー
　
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

市
立
横
手
病
院

市
立
大
森
病
院

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
二
十
九
番
地

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
二
十
九
番
地

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
二
十
九
番
地

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
二
十
九
番
地

横
手
市
増
田
町
増
田
字
土
肥
館
百
七
十
三
番
地

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

横
手
市
根
岸
町
五
番
三
十
一
号

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
五

訪
問
入
浴
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

通
所
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

訪
問
看
護

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

横
手
市
長
職
務
執
行
者

横
手
市
長
職
務
執
行
者
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秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
三
号

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
等
に
対
し
て
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

工
藤
建
設
株
式
会
社

秋
田
市
雄
和
繋
字
梵
天
野
七
十
五
番
地
の
二

代
表
取
締
役
　
工
　
藤
　
堅
　
裕

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
一
五
七
八

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１０

横
手
市
介
護
老
人
保
健
施
設

老
健
お
お
も
り

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
七

介
護
老
人
保
健
施
設

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
療
養
介
護

平
成
十
七
年
十
月
一
日

横
手
市
長
職
務
執
行
者

名
　
　
　
　
　
　
称

五
城
目
町
社
会
福
祉
協
議
会

指
定
訪
問
介
護
事
業
所

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

社
会
福
祉
法
人
五
城
目
町
社
会
福
祉

協
議
会
　
会
長

所
　
　
在
　
　
地

南
秋
田
郡
五
城
目
町
磯

ノ
目
一
丁
目
六
番
地
十

変

更

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

変
　
　
更
　
　
前

五
城
目
町
社
会
福
祉
協
議

会
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

変
　
　
更
　
　
後

五
城
目
指
定
訪
問
介
護
事

業
所

変
　
　
更
　
　
事
　
　
項
（
名
称
・
所
在
地
）

名
　
　
　
称

山
口
医
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
鹿
角
市
花
輪
字
上
花
輪
二
百

十
九
番
地
一

辞

退

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
二
日
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工
藤
建
設
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

二
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

珍
田
工
業
株
式
会
社

秋
田
市
雄
和
平
沢
字
大
面
二
番
一

代
表
取
締
役
　
珍
　
田
　
伸
　
一

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
四
）
三
二
一
一

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

珍
田
工
業
株
式
会
社
の
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
三
十

万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

三
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

青
木
建
設
株
式
会
社

潟
上
市
昭
和
大
久
保
字
北
野
細
谷
道
添
百
二
十
九
番
地

代
表
取
締
役
　
青
　
木
　
貞
　
雄

秋
田
県
知
事
許
可
（
特
―
一
六
）
三
三
四
九

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

青
木
建
設
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

四
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

有
限
会
社
佐
金
組

秋
田
市
太
平
目
長
崎
字
上
目
長
崎
十
二
番
地

代
表
取
締
役
　
佐
　
藤
　
重
　
良

秋
田
県
知
事
許
可
（
特
―
一
四
及
び
特
―
一
六
）
五
〇
五
五

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

有
限
会
社
佐
金
組
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
三

十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

五
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
吉
田
工
務
店

男
鹿
市
脇
本
田
谷
沢
字
大
橋
向
十
三
番
地

代
表
取
締
役
　
吉
　
田
　
哲
　
夫

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
六
一
三
四

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
吉
田
工
務
店
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰

金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

六
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

久
八
建
設
株
式
会
社

秋
田
市
上
北
手
百
崎
字
石
川
百
五
番
地
の
一

代
表
取
締
役
　
鈴
　
木
　
正
　
美

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
三
）
六
四
八
五

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

久
八
建
設
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

七
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
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（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

山
元
建
設
株
式
会
社

秋
田
市
仁
井
田
字
横
山
二
百
六
十
二
番
地

代
表
取
締
役
　
佐
々
木
　
将
　
元

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
六
七
六
八

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

山
元
建
設
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

八
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
瀬
下
土
建

潟
上
市
天
王
大
崎
字
野
沢
百
八
十
一
番
地

代
表
取
締
役
　
瀬
　
下
　
勝
　
廣

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
六
九
四
五

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
瀬
下
土
建
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

五
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

九
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
高
千
建
設

南
秋
田
郡
五
城
目
町
高
崎
字
雀
舘
下
川
原
百
六
十
七
番
地

代
表
取
締
役
　
小
　
玉
　
清
　
人

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
三
）
七
三
八
二

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
高
千
建
設
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

十
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

秋
田
推
進
土
木
株
式
会
社

秋
田
市
外
旭
川
字
松
崎
二
百
三
十
七
番
地

代
表
取
締
役
　
三
　
浦
　
伸
一
郎

秋
田
県
知
事
許
可
（
特
―
一
三
）
八
一
一
七

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

秋
田
推
進
土
木
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら

罰
金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

十
一
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

鈴
成
建
設
株
式
会
社

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
中
央
四
番
の
八

代
表
取
締
役
　
鈴
　
木
　
　
　
忠

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
二
）
八
一
五
六

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停

止
（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

鈴
成
建
設
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰

金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

十
二
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
伊
太
土
木

秋
田
市
飯
島
字
南
場
掛
二
百
四
十
七
番
地

代
表
取
締
役
　
伊
　
藤
　
四
　
郎
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秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
三
）
九
一
八
〇

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停

止
（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
伊
太
土
木
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰

金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

十
三
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

有
限
会
社
石
幸
組

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
中
嶋
百
七
十
五
番
地

代
表
取
締
役
　
石
　
井
　
幸
　
春

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
三
）
一
〇
二
四
二

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停

止
（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

有
限
会
社
石
幸
組
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

十
四
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

有
限
会
社
鈴
木
建
設

南
秋
田
郡
井
川
町
黒
坪
字
越
雄
三
十
三
番
地
の
三

代
表
取
締
役
　
鈴
　
木
　
年
　
明

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
一
〇
五
四
二

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停

止
（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

有
限
会
社
鈴
木
建
設
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰

金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

十
五
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
フ
ナ
モ
ク

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
海
岸
通
り
一
号
十
二
番
地
の
六

代
表
取
締
役
　
鈴
　
木
　
美
　
敏

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停

止
（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
フ
ナ
モ
ク
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
秋
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰

金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
に
対
し
て
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

斉
藤
建
設
株
式
会
社

能
代
市
大
手
町
七
番
三
十
号

代
表
取
締
役
　
斉
　
藤
　
正
　
寛

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
四
）
八
二
七

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

斉
藤
建
設
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

二
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

１３
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平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

小
森
建
設
工
業
株
式
会
社

能
代
市
日
吉
町
十
七
番
二
十
二
号

代
表
取
締
役
　
小
　
森
　
　
　
洋

秋
田
県
知
事
許
可
（
特
―
一
四
）
八
三
八

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

小
森
建
設
工
業
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら

罰
金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

三
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
水
葉
工
務
店

能
代
市
景
林
町
八
番
四
十
二
号

代
表
取
締
役
　
浅
　
田
　
竜
　
太

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
四
）
一
二
四
五

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
水
葉
工
務
店
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰

金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

四
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

石
山
建
設
株
式
会
社

能
代
市
末
広
町
九
番
三
十
四
号

代
表
取
締
役
　
石
　
山
　
政
　
光

秋
田
県
知
事
許
可
（
特
―
一
四
）
一
七
九
三

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

石
山
建
設
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

五
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

工
藤
建
設
工
業
株
式
会
社

能
代
市
字
機
織
轌
の
目
二
百
二
十
七
番
地

代
表
取
締
役
　
工
　
藤
　
孝
　
喜

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
三
）
一
八
七
三

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

工
藤
建
設
工
業
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら

罰
金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

六
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

三
熊
興
業
株
式
会
社

能
代
市
字
後
谷
地
十
番
地
の
九

代
表
取
締
役
　
三
　
熊
　
金
五
郎

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
三
）
四
五
一
六

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

三
熊
興
業
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

七
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
鈴
木
土
建

能
代
市
御
指
南
町
一
番
四
十
号

代
表
取
締
役
　
鈴
　
木
　
　
　
肇

１４
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秋
田
県
知
事
許
可
（
特
―
一
四
）
五
二
七
三

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
鈴
木
土
建
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

五
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

八
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

秋
北
建
設
工
業
株
式
会
社

能
代
市
字
下
悪
戸
八
十
三
番
地
の
二

代
表
取
締
役
　
佐
々
木
　
鉄
　
弘

秋
田
県
知
事
許
可
（
特
―
一
七
）
六
八
九
三

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

秋
北
建
設
工
業
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら

罰
金
三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

九
（一）

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

（二）

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

秀
栄
建
設
株
式
会
社

能
代
市
槐
字
西
田
面
九
十
六
番
地
一

代
表
取
締
役
　
佐
　
藤
　
秀
　
久

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
四
）
八
一
一
四

（三）

処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

（四）

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

秀
栄
建
設
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
競
売
入
札
妨
害
の
罪
で
能
代
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金

三
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
五
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
に
対
し
て
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

山
内
住
建

横
手
市
山
内
平
野
沢
字
相
野
々
四
十
一
番
地
五

中
　
村
　
　
　
子

秋
田
県
知
事
許
可
（
般
―
一
五
）
七
〇
一
二
七

三
　
処
分
の
内
容

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
建
設
業
の
す
べ
て
の
営
業
の
停
止

四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

山
内
住
建
は
、
勤
務
実
態
の
な
い
者
を
記
載
し
た
技
術
職
員
名
簿
を
提
出
し
、
及
び
虚
偽
の
賃

金
台
帳
を
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
得
た
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
及
び
平
成
十
六
年
十
二
月

三
十
一
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
結
果
を
も
っ
て
公
共
工
事
の
発
注
者
に
対
し

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
行
い
、
不
正
に
入
札
参
加
資
格
を
得
て
い
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１５

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

鴻
屋
梺
線

鴻
屋
梺
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
一
九
・
〇
〇

一
三

五

三
三

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
七
七

〇

〇
七
七

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
字
山
ノ
口
七
七
番
三
地
先
か
ら
字
尼
沢
口
七
三
番
一
地
先

ま
で

雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
字
山

七
七
番
三
か

字
尼
沢

七
三
番
一

で



平成17年11月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1725号

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
七
号

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
能
代
市
芸
術
文
化
協
会

三
　
代
表
者
の
氏
名

田
　
村
　
昭
　
夫

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

能
代
市
字
海
詠
坂
三
番
二
　
能
代
山
本
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー
内

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
能
代
市
を
中
心
と
す
る
地
域
の
人
々
に
対
し
、
芸
術
文
化
の
普
及
と
向
上
の
た

め
の
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
地
域
社
会
の
芸
術
文
化
の
振
興
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

六
　
定
款
の
変
更
内
容

事
業
の
変
更

理
事
の
職
名
の
変
更

役
員
報
酬
の
規
定
の
変
更

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１６

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

鴻
屋
梺
線

鴻
屋
梺
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
一
九
・
〇
〇

一
三
・
五
〇
〜
三
三
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
七
七

〇
・
〇
七
七

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
字
山
ノ
口
七
七
番
三
地
先
か
ら
字
尼
沢
口
七
三
番
一
地
先

ま
で

雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
字
山
ノ
口
七
七
番
三
か
ら
字
尼
沢
口
七
三
番
一
ま
で

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

森
岳
鹿
渡
線

森
岳
鹿
渡
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜
一
七
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
八
〇

〇
・
二
八
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
赤
坂
往
還
東
五
番
一
地
先
か
ら
字
赤
坂
往
還
道
下
三
六

番
三
地
先
ま
で

〃

公
　
　
　
　
　
　
告



平成17年11月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1725号

総
会
の
議
決
事
項
の
変
更

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
二

ツ
井
町
農
業
委
員
会
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
富
根
地
区
の
交
換
分
合
計
画
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
十

一
月
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
六
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡

一
　
日
時
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
日
　
午
前
十
時
四
十
分

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

議
会
の
議
決
を
経
る
べ
き
教
育
関
係
議
案
に
対
す
る
意
見

（二）

平
成
十
八
年
度
秋
田
県
教
育
委
員
会
定
期
人
事
異
動
方
針
（
案
）

（三）

職
員
の
懲
戒
処
分
案

（四）

そ
の
他

秋
選
管
告
示
第
百
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

教

育

委

員

会

告

示

１７

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

佐
々
木
正
雄
後
援
会

皆
川
ふ
み
と
し
後
援
会

鐙
仁
志
後
援
会

萱
森
真
雄
後
援
会

松
井
隆
一
後
援
会

池
田
千
紗
子
後
援
会

岡
田
曙
後
援
会

小
林
さ
と
る
後
援
会

会
計
責
任
者
氏
名

阿
　
部
　
俊
　
雄

今
　
　
　
　
　
廣

伊
　
藤
　
一
　
雄

山
　
石
　
一
　
寿

小
松
谷
　
幸
　
一

池
　
田
　
穎
　
生

加
　
藤
　
ひ
と
み

小
　
林
　
由
美
子

代

表

者

氏

名

鎌
　
田
　
雄
太
郎

川
　
尻
　
　
　
清

鐙
　
　
　
嘉
千
夫

萱
　
森
　
真
　
雄

季
　
子
　
幸
　
彦

池
　
田
　
久
　
一

斉
　
藤
　
和
　
子

菅
　
原
　
浩
　
一

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

に
か
ほ
市
金
浦
字
頃
田
十
番
地
一

湯
沢
市
北
荒
町
一
番
八
号

潟
上
市
飯
田
川
下
虹
川
字
屋
敷
二
十
八
番
地
三

横
手
市
上
境
字
館
七
十
四
番
地

横
手
市
増
田
町
増
田
字
本
町
二
十
二
番
地

由
利
本
荘
市
西
目
町
西
目
字
潟
保
六
十
二
番
地

潟
上
市
天
王
字
上
出
戸
百
五
十
五
番
地
三

潟
上
市
昭
和
大
久
保
字
街
道
下
七
十
番
地

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
五
日

〃

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

〃

平
成
十
七
年
十
月
十
二
日

平
成
十
七
年
十
月
十
三
日

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日



平成17年11月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1725号

秋
選
管
告
示
第
百
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

１８

池
田
千
紗
子
後
援
会

岡
田
曙
後
援
会

小
林
さ
と
る
後
援
会

池
　
田
　
穎
　
生

加
　
藤
　
ひ
と
み

小
　
林
　
由
美
子

池
　
田
　
久
　
一

斉
　
藤
　
和
　
子

菅
　
原
　
浩
　
一

由
利
本
荘
市
西
目
町
西
目
字
潟
保
六
十
二
番
地

潟
上
市
天
王
字
上
出
戸
百
五
十
五
番
地
三

潟
上
市
昭
和
大
久
保
字
街
道
下
七
十
番
地

平
成
十
七
年
十
月
十
三
日

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
秋
田
県
支
部

連
合
会

野
呂
田
　
芳
　
成

津
　
谷
　
永
　
光

津
　
谷
　
永
　
光

金
　
谷
　
信
　
栄

異

動

事

項

代

表

者

会

計

責

任

者

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
六
日

一
　
政
党政

治
団
体
の
名
称

佐
藤
広
康
後
援
会

柿
h
孝
一
後
援
会

寺
田
学
後
援
会

藤
原
寛
文
後
援
会

佐
々
木
　
勇
　
蔵

小
田
嶋
　
良
　
治

竹
ノ
内
　
和
　
子

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
中
島
八
番
地

佐
　
藤
　
二
　
郎

柴
　
田
　
文
　
雄

広
　
田
　
長
　
壽

長
谷
川
　
清
　
美

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
中
島
八
番
地

菅
　
　
　
正
　
信

異

動

事

項

代

表

者

代

表

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
三
日

平
成
十
七
年
十
月
六
日

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

平
成
十
七
年
十
月
十
二
日

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体



平成17年11月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1725号

秋
選
管
告
示
第
百
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
政
党

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

１９

高
橋
こ
う
せ
い
後
援
会

嶋
田
満
雄
後
援
会

新
し
い
横
手
市
を
つ
く
る

市
民
の
会

柿
h
み
き
お
後
援
会

さ
か
も
と
茂
弘
後
援
会

大
仙
市
太
田
町
小
神
成
字
田
ノ
尻
二
番
地
五

南
秋
田
郡
飯
田
川
町
飯
塚
字
水
神
端
百
六
十
番
地
一

二
　
田
　
俊
　
秋

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
福
田
二
百
二
十
二
番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
福
田
二
百
二
十
二
番
地

三
　
輪
　
鉄
　
雄

大
仙
市
太
田
町
小
神
成
字
南
田
ノ
尻
六
十
八
番
地

潟
上
市
飯
田
川
飯
塚
字
水
神
端
九
十
七
番
地
十
四

富
　
樫
　
金
　
美

横
手
市
平
鹿
町
醍
醐
字
中
沖
田
八
番
地

横
手
市
平
鹿
町
醍
醐
字
中
沖
田
八
番
地

篠
　
塚
　
信
之
助

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

〃〃

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
秋
田
県
第
二

選
挙
区
支
部

解

散

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
十
三
日

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
五
日

〃

政
治
団
体
の
名
称

佐
々
木
金
治
後
援
会

税
理
士
に
よ
る
佐
藤
敬
夫

後
援
会

解

散

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

平
成
十
七
年
十
月
十
二
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
六
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

〃〃

平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日

鈴
木
勝
博
後
援
会

く
る
み
勝
手
連

さ
さ
き
ひ
ろ
し
後
援
会

鈴
木
孝
篤
後
援
会

む
ら
た
誠
一
後
援
会

岡
田
博
介
後
援
会

元
気
な
六
郷
を
つ
く
る
会

さ
か
も
と
茂
弘
後
援
会

田
村
一
郎
後
援
会

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

〃

平
成
十
七
年
九
月
九
日

平
成
十
七
年
十
月
十
二
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
十
月
十
五
日

〃

平
成
十
七
年
十
月
二
十
三
日



平成17年11月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1725号

秋
選
管
告
示
第
百
八
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

２０

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
正
法
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
　
収
入
及
び
支
出
の
あ
る
団
体

政
党

政
治
団
体
の
名
称
　
自
由
民
主
党
秋
田
県
第
二
選
挙
区
支
部

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
2
1
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
4
,7
4
9
,1
8
9
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
6
,2
2
0
,4
9
5
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
8
,5
2
8
,6
9
4
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
4
,7
4
9
,1
8
9
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
1
1
,8
0
0
円

8
4
5
人

寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
9
,7
1
1
,7
6
4
円

個
人
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7
,1
0
0
,0
0
0
円

法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　

6
2
,1
5
9
,5
8
0
円

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
0
,4
5
2
,1
8
4
円

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
　
　

8
,0
0
0
,0
0
0
円

自
由
民
主
党
政
党
助
成
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
,0
0
0
,0
0
0
円

自
由
民
主
党
本
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
,0
0
0
,0
0
0
円

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
,1
3
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
8
,5
2
8
,6
9
4
円

［
寄
附
の
内
訳
］

個
人
か
ら
の
寄
附

辻
　
　
　
兵
　
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

柳
　
沢
　
義
　
人
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
鹿
角
市

成
　
家
　
次
　
男
　
　
　
　
　
　
　
　
4
8
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
千
代
田
区

佐
　
藤
　
八
　
彦
　
　
　
　
　
　

2
,0
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

佐
　
藤
　
吉
　
保
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

花
　
田
　
　
　
誠
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

佐
々
木
　
　
　
薫
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

浅
　
川
　
ア
イ
子
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

7
,1
0
0
,0
0
0
円

法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附

伊
藤
建
設
工
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　

1
8
0
,0
0
0
円
　
横
手
市

戸
田
鉄
工
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

若
松
コ
ン
ク
リ
ー
ト
㈱
　
　
　
　
　
　
　
9
0
,0
0
0
円
　
北
秋
田
郡
比
内
町

猿
田
興
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

㈱
秋
田
物
流
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　

1
,8
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

花
岡
土
建
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,6
3
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

㈱
東
北
ダ
イ
ケ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

㈱
オ
オ
タ
ベ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

㈱
中
村
製
作
所
　
　
　
　
　
　
　
　

1
8
0
,0
0
0
円
　
千
葉
県
松
戸
市

ミ
サ
ワ
・
ホ
ー
バ
ス
　
　
　
　
　
　

1
0
0
,0
0
0
円
　
宮
城
県
仙
台
市

㈱
鈴
木
土
建
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

全
国
電
力
広
告
連
合
会
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
渋
谷
区

㈱
日
比
谷
ア
メ
ニ
ス
　
　
　
　
　
　

4
8
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
港
区

中
仙
塗
装
工
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

築
舘
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

能
代
運
輸
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
計
画
㈱
　
　
　
　

3
,0
0
0
,0
0
0
円
　
潟
上
市

㈱
秋
田
銀
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
5
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

み
ら
い
建
設
工
業
㈱
　
　
　
　
　
　

1
8
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

日
本
電
機
興
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　

1
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

東
北
環
境
管
理
㈱
　
　
　
　
　
　
　

2
9
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

奥
山
ボ
ー
リ
ン
グ
㈱
　
　
　
　
　
　

2
5
0
,0
0
0
円
　
横
手
市

藤
島
木
材
工
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　

1
0
0
,0
0
0
円
　
北
秋
田
市

東
和
電
材
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
4
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

佐
藤
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

3
,0
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

北
部
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
4
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

斉
藤
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
6
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

広
洋
産
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
男
鹿
市

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
１
）

（
資
）
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伊
藤
栄
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
山
本
郡
八
森
町

秋
北
バ
ス
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

成
田
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
山
本
郡
八
竜
町

㈱
巽
工
業
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

㈱
日
本
パ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
宮
城
県
仙
台
市

大
館
桂
工
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

同
和
工
営
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
4
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

工
藤
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
山
本
郡
琴
丘
町

塚
本
商
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
6
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

㈱
嶋
田
建
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
山
本
郡
峰
浜
村

㈱
吉
田
産
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

鉄
建
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

石
戸
谷
建
設
　
　
　
　
　
　
　
　

2
2
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

秋
田
振
興
建
設
　
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
大
仙
市

㈱
武
田
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
0
0
,0
0
0
円
　
北
秋
田
郡
比
内
町

山
田
塗
装
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
山
形
県
酒
田
市

㈱
東
京
ハ
イ
ウ
ェ
イ
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
千
代
田
区

白
川
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

奥
山
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
9
,5
8
0
円
　
北
秋
田
市

堀
江
建
材
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,0
0
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

日
本
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
㈱
　
　
　
　
　

2
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

大
和
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
仙
北
郡
美
郷
町

㈱
べ
あ
ん
秋
田
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

㈱
英
明
工
務
店
　
　
　
　
　
　
　
　

2
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

㈱
佐
藤
庫
組
　
　
　
　
　
　
　
　

3
,0
0
0
,0
0
0
円
　
北
秋
田
市

大
森
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

3
,0
0
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

小
坂
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
鹿
角
郡
小
坂
町

小
坂
通
運
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
0
0
,0
0
0
円
　
鹿
角
郡
小
坂
町

㈱
み
た
ね
建
設
　
　
　
　
　
　
　
　

1
3
0
,0
0
0
円
　
山
本
郡
琴
丘
町

㈱
笹
谷
建
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

北
日
本
開
発
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
㈱

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

㈱
田
代
建
設
　
　
　
　
　
　
　
　

3
,0
0
0
,0
0
0
円
　
北
秋
田
市

山
加
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
潟
上
市

東
京
屋
外
広
告
業
団
体
連
合
会
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
墨
田
区

秋
田
県
建
設
技
能
組
合
　
　
　
　
　
　
　
6
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

全
日
本
屋
外
美
術
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
墨
田
区

幸
和
リ
ー
ス
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

幸
和
機
械
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

㈱
菅
与
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,6
0
0
,0
0
0
円
　
潟
上
市

コ
マ
ツ
秋
田
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

西
村
土
建
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

本
荘
電
気
工
事
　
　
　
　
　
　
　
　

1
3
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

㈱
太
平
建
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
0
0
,0
0
0
円
　
北
秋
田
市

む
つ
み
造
園
土
木
㈱
　
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

日
本
機
械
工
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

㈱
ユ
ア
テ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

メ
デ
ッ
ク
ス
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
男
鹿
市

㈱
沢
木
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
男
鹿
市

㈱
村
木
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
5
0
,0
0
0
円
　
鹿
角
市

花
輪
建
設
業
協
会
　
　
　
　
　
　
　

2
2
0
,0
0
0
円
　
鹿
角
市

㈲
大
雄
産
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
男
鹿
市

八
重
樫
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
鹿
角
市

内
山
緑
地
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　

4
8
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
中
央
区

新
和
産
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
0
,0
0
0
円
　
大
館
市

昭
和
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
業
㈱
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
宮
城
県
仙
台
市

㈱
太
名
嘉
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7
0
0
,0
0
0
円
　
沖
縄
県
浦
添
市

㈱
米
村
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9
0
,0
0
0
円
　
鹿
角
市

㈱
タ
ナ
ッ
ク
ス
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
鹿
角
郡
小
坂
町

北
日
本
通
商
㈱
　
　
　
　
　
　
　

1
,5
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

山
科
道
路
土
木
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円
　
由
利
本
荘
市

山
科
建
設
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,0
0
0
,0
0
0
円
　
由
利
本
荘
市

コ
ン
ト
ラ
マ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

日
本
プ
レ
ハ
ブ
駐
車
場
工
業
会
　
　

3
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
港
区

南
国
産
業
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
愛
媛
県
西
条
市

秋
田
プ
ラ
イ
ウ
ッ
ド
㈱
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

全
日
本
屋
外
広
告
業
団
体
連
合
会
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
墨
田
区

東
京
屋
外
広
告
美
術
　
　
　
　
　
　

3
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
墨
田
区

㈱
鈴
木
土
建
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
能
代
市

㈱
石
川
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
山
本
郡
琴
丘
町

そ
の
他
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　

1
,7
5
0
,0
0
0
円

（
資
）

（
資
）

（
社
）

（
協
）

（
協
）
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小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
2
,1
5
9
,5
8
0
円

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟
　
　
　
　
　

5
0
0
,0
0
0
円
　
秋
田
市

芳
翔
フ
ォ
ー
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
　
1
6
,9
5
2
,1
8
4
円
　
能
代
市

地
域
経
済
研
究
会
　
　
　
　
　
　

3
,0
0
0
,0
0
0
円
　
東
京
都
千
代
田
区

小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
,4
5
2
,1
8
4
円

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
3
,9
1
9
,4
8
0
円

人
件
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
7
,5
9
0
,1
7
0
円

備
品
・
消
耗
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
,6
8
6
,5
7
5
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
,6
4
2
,7
3
5
円

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
0
,8
2
9
,7
0
9
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7
,2
9
5
,6
8
6
円

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,9
5
8
,8
0
0
円

宣
伝
事
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,9
5
8
,8
0
0
円

寄
附
・
交
付
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7
1
,5
7
5
,2
2
3
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
4
,7
4
9
,1
8
9
円

資
産
等
の
状
況

取
得
の
価
格
が
1
0
0
万
円
を
超
え
る
動
産

自
動
車
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,3
0
0
,0
0
0
円

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
佐
々
木
金
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
５
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
1
0
,7
9
1
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
1
0
,7
9
1
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
税
理
士
に
よ
る
佐
藤
敬
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
５
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
7
4
,0
4
3
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
7
4
,0
4
3
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
7
4
,0
4
3
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
7
4
,0
4
3
円

寄
附
・
交
付
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
7
4
,0
4
3
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
7
4
,0
4
3
円

政
治
団
体
の
名
称
　
鈴
木
勝
博
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
1
1
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
0
,6
4
6
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
0
,6
4
6
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
0
,6
4
6
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
0
,6
4
6
円

備
品
・
消
耗
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
5
,6
8
2
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
4
,9
6
4
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
0
,6
4
6
円

政
治
団
体
の
名
称
　
さ
さ
き
ひ
ろ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
2
0
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
1
6
,7
0
7
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円

個
人
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
,0
0
0
,0
0
0
円

［
寄
附
の
内
訳
］

個
人
か
ら
の
寄
附

佐
々
木
　
弘
　
志
　
　
　
　
　
　
　
　
1
,0
0
0
,0
0
0
円
　
由
利
郡
金
浦
町

小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
,0
0
0
,0
0
0
円

支
出
の
内
訳

（
ウ
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
２
）

（
ア
）

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）
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秋
選
管
告
示
第
百
八
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

２３

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
7
4
,9
0
7
円

光
熱
水
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
0
,9
9
8
円

備
品
・
消
耗
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
8
,2
9
0
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
2
5
,6
1
9
円

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
4
1
,8
0
0
円

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
4
1
,8
0
0
円

宣
伝
事
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
4
1
,8
0
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
1
6
,7
0
7
円

資
産
等
の
状
況

預
金
若
し
く
は
貯
金
又
は
郵
便
貯
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
8
3
,2
9
3
円

政
治
団
体
の
名
称
　
鈴
木
孝
篤
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
2
1
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
5
6
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
5
6
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
む
ら
た
誠
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
2
6
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
0
,1
8
6
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
0
,1
8
6
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
0
,1
8
6
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
0
,1
8
6
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
0
,2
0
0
円

そ
の
他
の
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
9
,9
8
6
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8
0
,1
8
6
円

政
治
団
体
の
名
称
　
岡
田
博
介
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
2
8
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
1
,0
0
2
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,0
0
2
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
5
,0
0
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
8
,0
0
0
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
5
,0
0
0
円

3
0
人

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
5
,0
0
0
円

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
8
,0
0
0
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
8
,0
0
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
8
,0
0
0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
元
気
な
六
郷
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
2
8
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
0
,0
0
0
円

前
年
か
ら
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
0
,0
0
0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

２
　
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

（
ウ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）政
治
団
体
の
名
称

く
る
み
勝
手
連

さ
か
も
と
茂
弘
後
援
会

田
村
一
郎
後
援
会

報
　
告
　
年
　
月
　
日

平
成
1
7
年
1
0
月
1
2
日

平
成
1
7
年
1
0
月
2
8
日

平
成
1
7
年
1
0
月
3
1
日
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秋
田
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田

２４

資
金
管
理
団
体
の
取
消
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

鈴
　
木
　
孝
　
篤

坂
　
本
　
茂
　
弘

名
　
　
　
　
　
　
称

鈴
木
孝
篤
後
援
会

元
気
な
六
郷
を
つ
く
る
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
仙
市
四
ツ
屋
字
小
又
三
十
九
番
地
一

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
字
本
道
町
十
三
番
地

公
職
の
種
類

大
仙
市
議
会
議
員

（
候
補
者
に
な
ろ

う
と
す
る
者
）

美
郷
町
長
（
候
補

者
に
な
ろ
う
と
す

る
者
）

代
表
者
氏
名

鈴
　
木
　
孝
　
篤

坂
　
本
　
茂
　
弘

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

取
　
り
　
消
　
し
　
た
　
資
　
金
　
管
　
理
　
団
　
体

監
査
箇
所
名

（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
状
況
）

未
収
金
の
収
納
管
理
に
つ
い
て
、
「
秋
田
県
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
未
収
金

取
扱
要
領
」
に
基
づ
き
、
未
納
通
知
書
、
督
促
状
、
催
告
状
の
送
付
や
電
話
で
の
督
促
な

ど
に
よ
り
、
今
後
と
も
未
収
金
の
一
層
の
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
退
院
時
清
算
の
徹
底
に
よ
り
、
未
収
金
の
発
生
防
止
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

監
査
年
月
日
平
成
1
7
年
７
月
６
日
、
７
日

監

査

委

員

公

告
監
査
結
果
公
告
第
2
2
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
を
執
行
し
、
そ

の
結
果
を
秋
田
県
知
事
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
と
お
り
当
該
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措

置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
1
7
年
1
1
月
８
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
冨
　
樫
　
博
　
之
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
杉
　
江
　
宗
　
　
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
菊
　
地
　
康
　
男
　

財
―
―
―

4
7
7

平
成
1
7
年
1
0
月
2
6
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
様

秋
田
県
知
事
職
務
代
理
者

秋
田
県
副
知
事
　
西
　
村
　
哲
　
男

監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
1
7
年
９
月
1
2
日
付
け
監
委
―
4
8
6
―
１
で
通
知
の
あ
っ
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の

と
お
り
提
出
し
ま
す
。

別
紙監
査
箇
所
名
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

監
査
年
月
日
平
成
1
7
年
７
月
６
日
、
７
日

監
査
箇
所
名

（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
状
況
）

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
未
収
金
取
扱
要
領
」
に
基
づ
き
、
電

話
に
よ
る
催
告
や
督
促
状
、
催
告
状
の
発
行
、
訪
問
督
促
な
ど
に
よ
り
、
今
後
と
も
一
層

未
収
金
の
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神

医
療
セ
ン
タ
ー

監
査
年
月
日
平
成
1
7
年
７
月
６
日
、
７
日

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
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海
区
管
内
の
沿
岸
海
域
に
来
遊
す
る
は
た
は
た
資
源
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示

す
る
。平

成
十
七
年
十
一
月
八
日

秋
田
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
加
　
藤
　
和
　
夫

（
採
捕
の
制
限
）

次
に
掲
げ
る
禁
止
区
域
及
び
禁
止
期
間
に
お
い
て
は
、
は
た
は
た
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
二
種
共
同
漁
業
を
内
容
と
す
る
漁
業
権
に
基
づ
い
て
採
捕
す
る
場
合
又
は
竿
釣
・
手
釣

（
か
ら
釣
を
除
く
。
）
、
や
す
、
は
具
若
し
く
は
歩
行
徒
手
に
よ
り
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

一
　
禁
止
区
域

水
深
三
十
メ
ー
ト
ル
以
浅
の
沿
岸
海
域

二
　
禁
止
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

２５
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